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令和６年度定期監査の結果に関する報告 

 

 

地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 199 条第１項及び第４項の規定により、

令和６年度定期監査を実施しましたので、同条第９項の規定により、その結果に関

する報告を次のとおり提出します。 

なお、同条第 14 項の規定により、当該監査の結果に基づき、又は当該監査の結

果を参考として措置を講じたときは、当該措置の内容を監査委員に通知してくださ

い。この場合において、監査委員は、当該措置の内容を公表するものといたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



令和６年度定期監査報告書 

 

 

第１ 監査の概要 

１ 監査の目的 

地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 199 条第１項及び第４項の規定並びに諏

訪広域連合監査基準（令和２年諏訪広域連合監査委員制定）に基づき、諏訪広域連

合の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理が法令等に則って適正に

処理されているか、また、事務の執行が効率的、合理的に行われているかについて、

監査を実施しました。 

 

２ 対象年度 

 令和６年度執行分を説明聴取の対象としました。 

 

３ 対象課所及び実施期間 

次表のとおり５課所を対象に、令和６年 11 月 26 日（火）に実施しました。 

会計名 課所名 

一般会計 企画総務課、情報政策課、介護保険課 

救護施設八ヶ岳寮特別会計 救護施設八ヶ岳寮 

介護保険特別会計 介護保険課 

諏訪広域消防特別会計 諏訪広域消防本部 

諏訪地域ふるさと振興基金事業特別会計 情報政策課 

 

４ 監査の着眼点 

 監査の着眼点の要点は次のとおりです。 

・予算の執行は計画的かつ効率的に行われ、予算計画に対する実績は妥当である

か。 

・総計予算主義の原則が守られているか。 

・経理事務については、執行機関における管理点検体制が確立され、有効に機能し

ているか。 

・事務事業の執行にあたっては、圏域住民の福祉増進、負担軽減、サービスの向上

に努めているか。 

・社会情勢や行政需要の変化への対応はなされているか。 

・事業の目的が明確であり、各課所間の連携がとれているか。また、本広域連合と

関係市町村との合意形成は図られているか。 

・事務処理は能率的、効率的に行われ、改善すべき点はないか。 

 

５ 実施状況 

 すべての課所に対し、書面審査を実施しました。書面審査は、提出された監査調

書等に基づき、歳入歳出事務事業全般の執行状況について説明を聴取したうえで、

質疑形式による監査を中心に、閲覧、照合などの手続きにより行いました。 

 

第２ 監査結果の概要 

１ 監査結果の区分 

 監査を実施した結果、課所に対して改善等を求める場合、以下の区分に整理しま



した。 

(1) 指摘事項 

  明らかに法令等に違反しているもの、故意又は重大な過失によるもの、特に指

摘すべき重大な事項であると認められるもの。 

(2) 指導事項 

  指摘には至らないが改善を要するもの。 

(3) 検討事項 

  制度又は運用の改善の検討を求めるもの。統一的な指導を求めるもの。 

 

２ 監査結果の概要 

 当年度の監査計画に基づき、財務事務及びその他事務事業等を監査した結果、そ

れぞれの事務事業は法令に適合し、正確に行われ、最小の経費で最大の効果を挙げ

るようにし、その組織及び運営の合理化に努めており、適正に行われているものと

認めました。指摘事項、指導事項及び検討事項に該当する事務事業はありませんで

した。 

 

第３ 意見 

 地方自治法第 199 条第 10 項の規定により、監査の結果に関する報告に添えて提

出する意見は、次のとおりです。 

 

・監査資料の作成にあたっては、わかりやすいものとなるよう努めてください。 

・広域連携の必要性・重要性が増える傾向にあります。適正な事務体制を構築する

よう努めてください。 

・賃貸借契約など返還をする可能性がある事業については、契約の際に復旧すべき

原状について確認するようにしてください。 

・公債の償還にあたり、経費節減の一環として、当初借入より利率の低い借入債の

発行も検討してください。 

・引き続き、諏訪広域連合公共施設等個別施設計画に基づき、公共施設の適正管理

に努めてください。 

 


